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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 22条 安全保護回路」

に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、

補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年10月７日　Ｒ２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 10/7 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 10/7 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/1 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 9/1 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

保護回路00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（回路）】

別紙
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（1 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（安全保護回路） 

第二十二条 再処理施設に

は、安全保護回路が設けられ

ていなければならない。 

 

２ 安全保護回路は、次に掲

げるところによるものでなけ

ればならない。 

一 運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故が発生し

た場合において、これらの

異常な状態を検知し、これ

らの核的、熱的及び化学的

制限値を超えないようにす

るための設備の作動を速や

かに、かつ、自動的に開始

させるものとすること。 

安保① 

 

二 火災、爆発その他の再処

理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたとき

に、これらを抑制し、又は

防止するための設備（前号

に規定するものを除く。）

の作動を速やかに、かつ、

自動的に開始させるものと

すること。安保② 

 

三 系統を構成する機械若し

くは器具又はチャンネル

は、単一故障（事業指定基

準規則第十五条第二項に規

定する単一故障をいう。第

二十九条第五項において同

じ。）が起きた場合又は使

用状態からの単一の取り外

しを行った場合において、

安全保護機能を失わないよ

う、多重性を確保するこ

と。安保③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

4. 計測制御系統施設 

4.1 設計基準対象の施設 

4.1.2 安全保護回路 

 

安全保護回路は，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故が発生した場

合において，これらの異常な状態を検

知し，これらの核的，熱的及び化学的

制限値を超えないようにするための設

備並びに火災，爆発その他の再処理施

設の安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに，これらを抑制し，又は防

止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。

安保①，安保② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは，単一故障が

起きた場合において，安全保護機能を

失わないよう，多重性又は多様性を確

保する設計とする。安保③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｋ) 安全保護回路 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合に

おいて，これらの異常な状態を検知し，

これらの核的，熱的及び化学的制限値を

超えないようにするための設備並びに火

災，爆発その他の再処理施設の安全性を

著しく損なうおそれが生じたときに，こ

れらを抑制し，又は防止するための設備

の作動を速やかに，かつ，自動で開始さ

せる設計とする。安保①，安保② 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護回

路と共用する場合であって，単一故障が

生じた場合においても，当該安全保護回

路の安全保護機能が失われない設計とす

る。安保⑥-1 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(２) 主要な安全保護回路の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故が発生した場合において，これ

らの異常を検知し，これらの核的，熱

的及び化学的制限値を超えないように

するための設備並びに火災，爆発その

他の再処理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたときに，これらを抑

制し，又は防止するための設備の作動

を速やかに，かつ，自動で開始させる

安全保護回路は，以下の(ａ)～(ｏ)で

構成する。これらの安全保護回路の系

統概要図を第 20 図～第 34 図に示す。

安保□1  

 

(ａ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路 安保□1  

 

(ｂ) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路 

安保□1  

(ｃ) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路 安保□1  

 

(ｄ) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.19 安全保護回路 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げる

ところにより、安全保護回路（安全機能

を有する施設に属するものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければ

ならない。  

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故が発生した場合において、これ

らの異常な状態を検知し、これらの核

的、熱的及び化学的制限値を超えない

ようにするための設備の作動を速やか

に、かつ、自動的に開始させるものと

すること。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安

全性を著しく損なうおそれが生じたと

きに、これらを抑制し、又は防止する

ための設備（前号に規定するものを除

く。）の作動を速やかに、かつ、自動

的に開始させるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護

回路と共用する場合であって、単一故

障が生じた場合においても当該安全保

護回路の安全保護機能が失われないも

のとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故が発生した場合において，これらの

異常な状態を検知し，これらの核的，熱

的及び化学的制限値を超えないよう，温

度計により液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度を計測し，

加熱蒸気温度高により加熱蒸気遮断を目

的とした弁が閉となり工程停止となる機

能を有する設備等の作動を速やかに，か

つ，自動で開始させる設計とする。 

安保◇1  

 

第二号について 

火災，爆発その他の再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたとき

に，これらを抑制し，防止するため，交

流不足電圧継電器により外部電源喪失を

検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止する

機能を有する設備等（第一号に規定する

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過

渡変化が発生する場合又は地震の発生

により発電用原子炉の運転に支障が生

ずる場合において，その異常な状態を

検知し及び原子炉緊急停止系その他系

統と併せて機能することにより，燃料

要素の許容損傷限界を超えないように

できるものとするとともに，設計基準

事故が発生する場合において，その異

常な状態を検知し，原子炉緊急停止系

及び工学的安全施設を自動的に作動さ

せる設計とする。 

 

 

運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故時に対処し得る複数の原子炉緊

急停止信号及び工学的安全施設作動信

号を設ける設計とする。 

 

なお，安全保護装置は設置（変更）

許可を受けた運転時の異常な過渡変化

の評価の条件を満足する設計とする。 

 

 

安全保護装置を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは，単一故障が

起きた場合又は使用状態からの単一の

取り外しを行った場合において，安全

保護機能を失わないよう，多重性を確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

安全保護装置を構成するチャンネル

は，それぞれ互いに分離し，それぞれ

のチャンネル間において安全保護機能

を失わないよう物理的，電気的に分離

し，独立性を確保する設計とする。 

また，各チャンネルの電源は，分

離，独立した母線から供給する設計と

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安保⑥-1（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

安保③（P5から） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の安全保護回路は使用状態からの

単一の取り外しを行う設計としておらず，設

備構成に差異があるため。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条の解釈に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条の解釈に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では運転時の異

常な過渡変化及び設計基準

事故時に期待する回路とし

て，複数の信号によって作

動する回路がないことか

ら，設備構成に差異がある

ため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第三号の要求

事項に対する基本設計方針を記載しており，要

求事項に対する設計を明確にしている。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【凡例】 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第六号の要

求事項における文言を基本設計方針として記

載した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（2 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
四 駆動源の喪失、系統の遮

断その他の不利な状況が生

じた場合においても、再処

理施設をより安全な状態に

移行し、又は当該状態を維

持することにより、再処理

施設の安全上支障がない状

態を維持できるものである

こと。安保④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 不正アクセス行為その他

の電子計算機に使用目的に

沿うべき動作をさせず、又

は使用目的に反する動作を

させる行為による被害を防

止するために必要な措置を

講ずること。安保⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，駆動源の喪失，系

統の遮断その他の不利な状況が発生し

た場合においても，再処理施設をより

安全な状態に移行することにより，再

処理施設の安全上支障がない状態を維

持できる設計とする。安保④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，アナログ回路で構

成する設計とし，外部ネットワークと

物理的分離及び機能的分離，外部ネッ

トワークからの遠隔操作防止並びに物

理的及び電気的アクセスの制限を設

け，システムの据付，更新，試験，保

守等で，承認されていない者の操作を

防止する措置を講じることで，不正ア

クセス行為その他の電子計算機に使用

目的に沿うべき動作をさせず，又は使

用目的に反する動作をさせる行為によ

る被害を防止できる設計とする。 

安保⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度高による加熱停止回路 

安保□1  

(ｅ) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路 

安保□1  

(ｆ) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路安保□1  

 

(ｇ) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路 

安保□1  

(ｈ) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路 

安保□1  

(ｉ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路 安保□1  

 

(ｊ) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路  

安保□1  

 

(ｋ) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路  

安保□1  

 

(ｌ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 

安保□1  

 

(ｍ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 

安保□1  

 

(ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路 安保□1  

 

(ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路 安保□1  

 

 

 

 

 

 

 

ものを除く。）の作動を速やかに，か

つ，自動で開始させる設計とする。 

安保◇1  

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対し

て，運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故に対処するために必要な以下の

15 回路を安全保護回路として選定す

る。安保◇1  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路 安保◇1  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路 

安保◇1  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路 安保◇1  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路 安保◇1  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路 

安保◇1  

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 安保◇1  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路 

安保◇1  

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路 

安保◇1  

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路 安保◇1  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 安保◇1  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 安保◇1  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 安保◇1  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 安保◇1  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路 安保◇1  

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

安全保護装置は，駆動源の喪失，系

統の遮断その他の不利な状況が発生し

た場合においても，フェイル・セイフ

とすることで発電用原子炉施設をより

安全な状態に移行するか，又は当該状

態を維持することにより，発電用原子

炉施設の安全上支障がない状態を維持

できる設計とする。 

 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護

装置と共用する場合には，その安全機

能を失わないよう，計測制御系統施設

から機能的に分離した設計とする。 

 

また，運転条件に応じて作動設定値

を変更できる設計とする。 

 

 

 

3.1.2 安全保護装置の不正アクセス

行為等の被害の防止 

  

安全保護装置のうち，アナログ回路

で構成する機器は，外部ネットワーク

との物理的分離及び機能的分離，外部

ネットワークからの遠隔操作防止並び

に物理的及び電気的アクセスの制限を

設け，システムの据付，更新，試験，

保守等で，承認されていない者の操作

を防止する措置を講じることで，不正

アクセス行為その他の電子計算機に使

用目的に沿うべき動作をさせず，又は

使用目的に反する動作をさせる行為に

よる被害を防止できる設計とする。 

 

安全保護装置のうち，一部デジタル

演算処理を行う機器は，外部ネットワ

ークと物理的分離及び機能的分離，外

部ネットワークからの遠隔操作防止及

びウイルス等の侵入防止並びに物理的

及び電気的アクセスの制限を設け，シ

ステムの据付，更新，試験，保守等

で，承認されていない者の操作及びウ

イルス等の侵入を防止する措置を講じ

ることで，不正アクセス行為その他の

電子計算機に使用目的に沿うべき動作

をさせず，又は使用目的に反する動作

をさせる行為による被害を防止できる

設計とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条第八号に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉はデジタルで構成

された安全保護装置があ

り，設備構成に差異があ

るため。 

①(P3)へ 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第四号の要求事項に

対する基本設計方針を記載しており，要求事項に対す

る設計を明確にしている。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第五号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確にしている。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（3 / 11） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

六 計測制御系統を安全保護

回路と共用する場合には、そ

の安全保護機能を失わないよ

う、計測制御系統から機能的

に分離されたものであるこ

と。安保⑥ 

安全保護回路が収納された盤の施錠

によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施することを保安規定に定

め，不正アクセスを防止する。安保⑤ 

 

 

 

 

計測制御系統施設の計測制御設備を

安全保護回路と共用する場合には，単

一故障が生じた場合においても，その

安全保護機能を失わないよう，計測制

御設備から機能的に分離した設計とす

る。安保⑥-1，安保⑥-2 

 

 

 

 

閉止回路 安保◇1  

第三号について 

計測制御系統施設の一部を安全保護回

路と共用する場合であって，単一故障が

生じた場合においても当該安全保護回路

の安全保護機能が失われない設計とす

る。安保◇1  

安全保護回路は，液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路等の変換器，アイソ

レータ及び検出器を計測制御系統施設の

計測制御設備と共用する以外は，計測制

御設備とは完全に分離する等，計測制御

設備での故障が安全保護回路に影響を与

えない設計とする。安保◇1

計測制御系統施設の計測制御設備と安

全保護回路は，電源，検出器等を，原則

として分離する設計とする。温度計等の

検出部を計測制御設備の表示，記録用検

出部と一部共用する場合は，当該温度計

等を安全保護回路として単一故障等を考

慮する設計とし，計測制御設備の短絡，

地絡又は断線によって安全保護回路に影

響を与えない設計とする。安保◇1  

6. 計測制御系統施設

6.1 設計基準対象の施設

6.1.1 概要

～割愛～

安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合

に，その異常状態を検知し，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防

止又は抑制のための設備の作動を速やか

に，かつ，自動で開始する設備である。 

～割愛～ 安保◇1  

6.1.3 安全保護回路 

6.1.3.1 概要  

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合に

おいて，これらの異常を検知し，これら

の核的，熱的及び化学的制限値を超えな

いようにするための設備並びに火災，爆

発その他の再処理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたときに，これらを

抑制し，又は防止するための設備の作動

を速やかに，かつ，自動で開始させる設

計とし，以下のもので構成する。安保◇1  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

安全保護装置が収納された盤の施錠

によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施すること及び安全保護装

置のうち一部デジタル演算処理を行う

機器のソフトウェアは設計，製作，試

験及び変更管理の各段階で検証と妥当

性確認を適切に行うことを保安規定に

定め，不正アクセスを防止する。 

計測制御系統施設の一部を安全保護

装置と共用する場合には，その安全機

能を失わないよう，計測制御系統施設

から機能的に分離した設計とする。 

3.6 試験及び検査 

原子炉緊急停止系は，原子炉運転中

でも一度に 1 つずつのチャンネルを各

検出器でトリップさせることによっ

て，スクラム・パイロット弁までのあ

らゆる機能をチェックすることができ

る設計とする。 

工学的安全施設作動回路は，原子炉

運転中でもテスト信号によって各々の

チャンネル（検出器を含む）の試験を

行うことができる設計とする。

安保⑥-1（P1から） 
安保⑥-2（P6から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理ではデジタルで構成された安全保護回路がないことか

ら，設備構成に差異があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条第七号に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

①(P2)から

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第六号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確にしている。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2 項第五号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確にしている。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（4 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路 安保◇1  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路 

安保◇1  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路 安保◇1  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路 安保◇1  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路 

安保◇1  

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 安保◇1  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路 

安保◇1  

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路 

安保◇1  

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路 安保◇1  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 安保◇1  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路 安保◇1  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋） 安保◇1  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋） 安保◇1  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路 安保◇1  

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路 安保◇1  

 

6.1.3.2 設計方針 

(１) 安全保護回路は，運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故が発生し

た場合において，これらの異常を検

知し，これらの核的，熱的及び化学

的制限値を超えないようにするため

の設備並びに火災，爆発その他の再

処理施設の安全性を著しく損なうお

それが生じたときに，これらを抑制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（5 / 11） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
し，又は防止するための設備の作動

を速やかに，かつ，自動で開始させ

る設計とする。 安保◇1  

(２) 安全保護回路は，動的機器の単一

故障を仮定してもその安全機能が確

保できるよう多重性又は多様性を有

するとともに，電気的，物理的な独

立性を有する設計とする。 安保③ 

(３) 安全保護回路は，検出器等を計測

制御設備と一部共用する場合は，当

該検出器等を安全保護回路として設

計するとともに，計測制御設備の短

絡，地絡又は断線によって安全保護

回路に影響を与えない設計とする。

安保◇1

(４) 安全保護回路は，適切な方法によ

り，試験できるよう試験回路を設け

る設計とする。 安保◇4

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。 安保◇2

(６) 安全保護回路は，電源の喪失，安

全保護動作に関連する継電器のコイ

ルの断線，短絡等において，安全上

許容される状態になる設計とする。

安保◇1

(７) 安全保護回路は，それらの安全機

能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。

安保◇4

6.1.3.3 主要設備の仕様 

安全保護回路の主要設備の仕様を第

6.1.3－１表に示す。安保◇3  

なお，安全保護回路の系統概要図を第

6.1.3－１図～第 6.1.3－15 図に示す。 

安保◇3  

6.1.3.4 主要設備 

 安全保護回路は，多重化又は多様化し

た回路で構成する。その多重化又は多様

化した回路は，安全機能を有する施設か

らの電磁障害による相互干渉が起こらな

いように，電源及びケーブルトレイを２

系統に分離し，電気的，物理的な独立性

を持たせる。安保◇1  

安全保護回路は，検出器，変換器等を

計測制御設備と共用する場合は，当該検

 

安保③（P1へ） 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第六号の

要求事項における文言を基本設計方針とし

て記載した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第三号の

要求事項における文言を基本設計方針とし

て記載した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（6 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
出器等を安全保護回路として設計すると

ともに，当該計測制御設備の故障が安全

保護回路に影響を与えないように，アイ

ソレータ及び継電器を用いて計測制御設

備と分離する。安保⑥-2 

安全保護回路は，適切な方法により試

験できるよう，試験回路を設ける設計と

する。安保◇4  

安全保護回路は，適切な保守及び修理が

できる設計とする。安保◇4  

安全保護回路の火災発生防止対策は

「1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材

料の使用」に示す。安保◇2  

安全保護回路は，電源の喪失，安全保

護動作に関連する継電器のコイルの断

線，短絡等において，安全上許容される

状態になる設計とする。安保◇1  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路は，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮缶におけるＴＢＰ又はＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応を防止す

るためのものであり，温度検出器に

より高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸

気の温度高を検知し，蒸気発生器へ

の一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信

号を発する回路及び別の温度検出器

により高レベル廃液濃縮缶への加熱

蒸気の温度高を検知し高レベル廃液

濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を

閉じる信号を発する回路で多様化し

て構成する。安保◇3  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

せん断停止回路（せん断停止系含

む。）は，溶解施設の溶解槽におけ

る臨界事故を速やかに収束させるた

めのものであり，溶解槽セルの外の

放射線検出器により放射線線量率高

を検知し，可溶性中性子吸収材の供

給配管の弁を開く信号及びせん断機

を停止する信号を発する回路を二重

化して構成する。安保◇3  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路逆抽出塔溶液温度

高による加熱停止回路は，プルトニ

ウム精製設備の逆抽出塔内の有機溶

 
 
 
 
安保⑥-2（P3へ） 
 
 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第六号の

要求事項における文言を基本設計方針とし

て記載した。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（7 / 11） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
媒の温度が上昇しｎ－ドデカンに引

火することを防止するためのもので

あり，温度検出器により逆抽出塔の

溶液温度高を検知し，供給する有機

溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の

温水の遮断弁を閉じる信号を発する

回路を二重化して構成する。安保◇3  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路ウラン濃

縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路は，分離施設のウラン濃縮缶に

おけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するためのものであり，

温度検出器によりウラン濃縮缶への

加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発

生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉

じる信号を発する回路及び別の温度

検出器によりウラン濃縮缶への加熱

蒸気の温度高を検知し，ウラン濃縮

缶への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じ

る信号を発する回路で多様化して構

成する。安保◇3

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路プ

ルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路は，精製施設のプ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を防止する

ためのものであり，温度検出器によ

りプルトニウム濃縮缶への加熱蒸気

の温度高を検知し，蒸気発生器への

一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号

を発する回路及び別の温度検出器に

よりプルトニウム濃縮缶への加熱蒸

気の温度高を検知し，プルトニウム

濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を

閉じる信号を発する回路で多様化し

て構成する。安保◇3

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路第２酸回収系の蒸発缶

加熱蒸気温度高による加熱停止回路

は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸

回収系の蒸発缶におけるＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応を防止するた

めのものであり，温度検出器により

蒸発缶への加熱蒸気の温度高を検知

し，蒸気発生器への一次蒸気配管の

遮断弁を閉じる信号を発する回路及

び別の温度検出器により蒸発缶への

12



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（8 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
加熱蒸気の温度高を検知し，蒸発缶

への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる

信号を発する回路で多様化して構成

する。安保◇3  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃

度高による還元ガス供給停止回路

還元ガス受槽水素濃度高による還

元ガス供給停止回路は，ウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の還元

炉での還元ガス中の水素濃度の上

昇による水素の爆発を防止するた

めのものであり，還元炉に供給す

る還元ガス中の水素濃度検出器に

より水素濃度高を検知し，還元ガ

スの供給を停止する弁を閉じる信

号を発する回路を二重化して構成

する。安保◇3  

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路プ

ルトニウム洗浄器中性子計数率高に

よる工程停止回路は，分配設備のプ

ルトニウム洗浄器に過度のプルトニ

ウムが流入し臨界になることを防止

するためのものであり，プルトニウ

ム洗浄器セルの外の中性子検出器に

より計数率高を検知し，プルトニウ

ム分配塔からプルトニウム洗浄器へ

の有機溶媒の移送を停止する工程停

止信号を発する回路を二重化して構

成する。安保◇3  

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱

停止回路は，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給

する冷却水が停止し凝縮機能が低下

することによる放射性物質の放出の

有意な増加を防止するためのもので

あり，温度検出器により高レベル廃

液濃縮缶凝縮器の排気出口温度高を

検知し，蒸気発生器への一次蒸気配

管の遮断弁を閉じる信号を発する回

路及び別の温度検出器により高レベ

ル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度

高を検知し，高レベル廃液濃縮缶へ

の加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる信

号を発する回路で多様化して構成す

る。安保◇3  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路焙焼炉ヒータ部
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（9 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
温度高による加熱停止回路は，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の焙

焼炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる焙焼炉の炉心管が破損

し，閉じ込め機能が喪失することを

防止するためのものであり，温度検

出器により焙焼炉のヒータ部温度高

を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構

成する。安保◇3  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路還元炉ヒータ部

温度高による加熱停止回路は，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる還元炉の炉心管が破損

し，閉じ込め機能が喪失することを

防止するためのものであり，温度検

出器により還元炉のヒータ部温度高

を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構

成する。安保◇3  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋）外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパ閉止回路

（分離建屋）は，外部電源喪失時に

分離建屋内が正圧になることを防止

するためのものであり，母線電圧低

を検知し分離建屋の建屋給気閉止ダ

ンパを閉止する信号を発する回路を

二重化して構成する。安保◇3  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋）外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパ閉止回路

（精製建屋）は，外部電源喪失時に

精製建屋内が正圧になることを防止

するためのものであり，母線電圧低

を検知し精製建屋の建屋給気閉止ダ

ンパを閉止する信号を発する回路を

二重化して構成する。安保◇3  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路固化セル移送台車上の質

量高によるガラス流下停止回路は，

高レベル廃液ガラス固化設備のガラ

ス溶融炉からの溶融ガラスがガラス

固化体容器から漏えいすることによ

る放射性物質の放出の有意な増加を

防止するためのものであり，固化セ

14



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（10 / 11） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ル移送台車上の重量検出器により質

量高を検知し，注入停止信号を発す

る回路を二重化して構成する。

安保◇3

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路固化セル圧力高による固化

セル隔離ダンパの閉止回路は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の固化セル

の負圧が低下した場合に固化セルか

ら建屋への逆流を防止するためのも

のであり，圧力検出器により固化セ

ルの圧力高を検知し，固化セルへの

給気系に設けた固化セル隔離ダンパ

を閉止する信号を発する回路を二重

化して構成する。安保◇3

6.1.3.5 試験・検査 

 安全保護回路は，その健全性及び能力

を確認するため，必要に応じて試験回路

を用いて，運転中又は停止中に試験又は

検査を実施する。安保◇4  

6.1.3.6 評価 

(１) 安全保護回路は，再処理施設の安

全性を著しく損なうおそれのある運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故が発生した場合，その異常状態

を検知し，設備を速やかに，かつ，

自動で開始させる設計としているこ

とから，その拡大を防止又は抑制で

きる。安保◇1

(２) 安全保護回路は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的，物理

的な独立性を有する設計としている

ことから，動的機器の単一故障を仮

定してもその安全機能が確保でき

る。安保◇1

(３) 安全保護回路は，アイソレータ及

び継電器を用いて計測制御設備と分

離する設計としていることから，計

測制御設備との部分的共用によって

その安全機能を損なうことはない。

安保◇1

(４) 安全保護回路は，試験回路を設け

る設計としていることから，その安

全機能を損なうことなく，定期的に

試験及び検査ができる。安保◇4

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設

計としていることから，火災が発生
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（11 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
することを防止できる。安保◇2  

(６) 安全保護回路は，駆動源の喪失又

は系統の遮断が発生しても安全上許

容される状態になる設計としている

ことから，その安全機能を損なうこ

とはない。安保◇1  

(７) 安全保護回路は，それらの安全機

能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計としている

ことから安全機能が維持できる。 

安保◇4  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十二条（安全保護回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

安保

① 

安全保護回路（異常状態における，

核的，熱的及び化学的制限値の抑

制）に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

１ 

－ － 

安保

② 

安全保護回路（火災，爆発等の抑

制，又は防止）に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

２ 

－ － 

安保

③ 

単一故障時の多重性確保に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

３ 

－ － 

安保

④ 

駆動源の喪失，系統の遮断等の発

生時における安全確保に関する設

計方針 

技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

４ 

－ － 

安保

⑤ 

不正アクセス行為に関する設計方

針 
技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

５ 

－ a 

安保

⑥ 

計測制御系統と安全保護回路の共

用に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１，

２・

６ 

－ － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

安保

□1  
安全保護回路構成 仕様表にて記載する。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

安保

◇1  
重複記載 

事業変更許可申請書本文又は添付書類内の記載と重複

する内容である。 
－ 

安保

◇2  

他条文との重複記載 

（火災等による損傷の防止） 

技術基準規則第十一条「火災等による損傷の防止」に

て整理する。 
b 

安保

◇3  
設備仕様 仕様表にて記載する。 － 

安保

◇4  

他条文との重複記載 

（安全機能を有する施設） 

技術基準規則第十六条「安全機能を有する施設」にて

整理する。 
c 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ－１－２ 計測制御系統施設に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

Ⅵ－１－２－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

b 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

c 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 
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令和３年 10 月７日 Ｒ２ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
4.　計測制御系統施設
4.1　設計基準対象の施設
4.1.2　安全保護回路

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，これら
の異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設
備並びに火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これ
らを抑制し，又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

安全保護回路
高レベル廃液濃縮系
溶解設備
プルトニウム精製設備
分配設備
第２酸回収系
還元ガス供給系
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

基本方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が起きた場合におい
て，安全保護機能を失わないよう，多重性又は多様性を確保する設計とする。

設置要求
安全保護回路

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3
安全保護回路は，駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても，
再処理施設をより安全な状態に移行することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維
持できる設計とする。

設置要求
安全保護回路

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

安全保護回路は，アナログ回路で構成する設計とし，外部ネットワークと物理的分離及び機能
的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止並びに物理的及び電気的アクセスの制限を設
け，システムの据付，更新，試験，保守等で，承認されていない者の操作を防止する措置を講
じることで，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は
使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止できる設計とする。

設置要求
安全保護回路

設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5
安全保護回路が収納された盤の施錠によりハードウェアを直接接続させない措置を実施するこ
とを保安規定に定め，不正アクセスを防止する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6
計測制御系統施設の計測制御設備を安全保護回路と共用する場合には，単一故障が生じた場合
においても，その安全保護機能を失わないよう，計測制御設備から機能的に分離した設計とす
る。

設置要求
安全保護回路

設計方針

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備，安全保護系）より変更無し

【安全保護回路の共用に関する設計の基本方針について】
計測制御設備を安全保護回路と共用する場合において，単一故
障により，安全保護機能を失わないよう，機能的に分離したこ
とに関する設計について。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（E施設共用関連）第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備，安全保護系）より変更無し

【運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に
関する設計の基本方針】
核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備
並びに火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なう
おそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止するための
設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させることに関する
設計ついて。

【単一故障が起きた場合に関する設計の基本方針について】
単一故障が起きた場合において，安全保護機能を失わないよ
う，多重性又は多様性を確保することに関する設計について。

【駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生した場
合に関する設計の基本方針】
再処理施設の安全上支障がない状態を維持するため，再処理施
設をより安全な状態に移行することに関する設計について。

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び
警報動作範囲に関する説明書

1．概要
2．基本方針
　（2）安全保護回路の不正アクセス行為等の被害防止

3.3．安全保護回路
3.3.1．不正アクセス行為等の被害の防止

【1．概要】
概要を記載
【2.基本方針】
2.1設計基準対象施設に関する計測
（2）安全保護回路の不正アクセス行為等の被害の防止
技術基準規則第22条に基づき，安全保護回路のうち，アナログ
回路で構成する機器は，外部ネットワークとの物理的分離及び
機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止，物理的及
び電気的アクセスの制限を設けることにより，システムの据
付，更新，試験，保守等で，承認されていない者の操作を防止
すること等の措置を講じることで，不正アクセス行為その他の
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的
に反する動作をさせる行為による被害を防止することができる
設計とする。

【3.3．安全保護回路】
安全保護回路は，アナログ回路で構成している。また，安全保
護回路とそれ以外の設備との間で用いる信号はアナログ信号
（接点信号を含む）であり，外部ネットワークを介した不正ア
クセス等による被害を受けることはない。
安全保護回路を構成するチャンネルは，それぞれ互いに分離
し，それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わない
よう独立性を確保する設計とする。安全保護系の構成例を「図
１」に示す。

【3.3.1．不正アクセス行為等の被害の防止】
安全保護回路は，外部ネットワークからの物理的分離及び機能
的分離，遠隔操作防止，物理的及び電気的アクセスの制限を設
けることにより，システムの据付，更新，試験，保守等で，承
認されていない者の操作を防止すること等の措置を講じること
で，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべ
き動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為によ
る被害を防止することができる設計とする。

（1）外部ネットワークと物理的分離
安全保護回路は，盤に対する施錠によりハードウェアを直接接
続させないことにより物理的に分離する設計とする。安全保護
回路は，盤の施錠等によりハードウェアを直接接続させない措
置を実施することを保安規定に定める。

（2）外部ネットワークと機能的分離
安全保護回路は，統合原子力防災ネットワークと間接的に接続
されている監視制御盤からの外部からの侵入経路に対して物理
的に分離する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

1

第２章　個別項目
4. 計測制御系統施設
4.1　設計基準対象の施設
4.1.2　安全保護回路

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，これら
の異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設
備並びに火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これ
らを抑制し，又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

2
安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が起きた場合におい
て，安全保護機能を失わないよう，多重性又は多様性を確保する設計とする。

設置要求

3
安全保護回路は，駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても，
再処理施設をより安全な状態に移行することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維
持できる設計とする。

設置要求

4

安全保護回路は，アナログ回路で構成する設計とし，外部ネットワークと物理的分離及び機能
的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止並びに物理的及び電気的アクセスの制限を設
け，システムの据付，更新，試験，保守等で，承認されていない者の操作を防止する措置を講
じることで，不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は
使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止できる設計とする。

設置要求

5
安全保護回路が収納された盤の施錠によりハードウェアを直接接続させない措置を実施するこ
とを保安規定に定め，不正アクセスを防止する。

運用要求

6
計測制御系統施設の計測制御設備を安全保護回路と共用する場合には，単一故障が生じた場合
においても，その安全保護機能を失わないよう，計測制御設備から機能的に分離した設計とす
る。

設置要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 第３Ｇｒ
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― △ ― 安全保護回路 ― ―
<インターロック>
・設定値

― ― ― ― ― △ ― 安全保護回路 ― ― ―

― ― ― ― ― △ ― 安全保護回路 ― ― ―

― ― ― ― ― 〇 ― 安全保護回路 ― ― ―

― ― ― ― ― 〇 ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― △ ― 安全保護回路 ― ― ―

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統
施設の計測制御設備，安全保護系）より変更
無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要建屋SA設備等）

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書

1．概要
2．基本方針

（2）安全保護装置の不正アクセス行為等
の被害防止

3.3．安全保護装置
3.3.1．不正アクセス行為等の被害の防止

【1．概要】
概要を記載
【2.基本方針】
2.1設計基準対象施設に関する計測
（2）安全保護回路の不正アクセス行為等の被害
の防止
技術基準規則第22条に基づき，安全保護回路の
うち，アナログ回路で構成する機器は，外部
ネットワークとの物理的分離及び機能的分離，
外部ネットワークからの遠隔操作防止，物理的
及び電気的アクセスの制限を設けることによ
り，システムの据付，更新，試験，保守等で，
承認されていない者の操作を防止すること等の
措置を講じることで，不正アクセス行為その他
の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせ
ず，又は使用目的に反する動作をさせる行為に
よる被害を防止することができる設計とする。

【3.3．安全保護回路】
安全保護回路は，アナログ回路で構成してい
る。また，安全保護回路とそれ以外の設備との
間で用いる信号はアナログ信号（接点信号を含
む）であり，外部ネットワークを介した不正ア
クセス等による被害を受けることはない。
安全保護回路を構成するチャンネルは，それぞ
れ互いに分離し，それぞれのチャンネル間にお
いて安全保護機能を失わないよう独立性を確保
する設計とする。安全保護系の構成例を「図
１」に示す。

【3.3.1．不正アクセス行為等の被害の防止】
安全保護回路は，外部ネットワークからの物理
的分離及び機能的分離，遠隔操作防止，物理的
及び電気的アクセスの制限を設けることによ
り，システムの据付，更新，試験，保守等で，
承認されていない者の操作を防止すること等の
措置を講じることで，不正アクセス行為その他
の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせ
ず，又は使用目的に反する動作をさせる行為に
よる被害を防止することができる設計とする。

（1）外部ネットワークと物理的分離
安全保護回路は，盤に対する施錠によりハード
ウェアを直接接続させないことにより物理的に
分離する設計とする。安全保護回路は，盤の施
錠等によりハードウェアを直接接続させない措
置を実施することを保安規定に定める。

（2）外部ネットワークと機能的分離
安全保護回路は，統合原子力防災ネットワーク
と間接的に接続されている監視制御盤からの外
部からの侵入経路に対して物理的に分離する設
計とする。

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

Ⅳ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統
施設の計測制御設備，安全保護系）より変更
無し

凡例
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基本設計方針の添付書類への展開 
 

※本別紙は追而とする。 
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添付書類の発電炉との比較 
 

※本別紙は追而とする。 
  

23



令和３年９月１日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※本別紙は追而とする。 
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令和３年９月１日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既設工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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